
予約が必要です

時間日程

千葉市外国人法律相談

千葉市に住んでいる外国人の人が、

無料で弁護士に相談できます。
 外国人の私が離婚するとどうなる？

 雇用契約で会社とうまくいかない

 住んでいる家の大家さんから契約と違うことを言われた

 子どものトラブルをどうすればいい？

 ・・・・・・

043-306-1034

電話してください

千葉市国際交流協会

通訳が必要なら言葉を教えてく

ださい

在留カードを準備してく

ださい

予約してください

千葉市国際交流協会

千葉市中央区中央３－３－１フジモト第一生命ビル２F

043-306-1034

主催：公益財団法人千葉市国際交流協会 協力：千葉県弁護士会

１人４５分：通訳付きの場合は６０分

１人１回まで

場所

質問・問い合わせ
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時間日程

13:00~16:001.16(Sat.)

13:00~16:001.25(Mon.)

17:00~20:002.8(Mon.)

13:00~16:002.20(Sat.)

13:00~16:003.1(Mon.)

17:00~20:003.8(Mon.)

13:00~16:004.11(Sat.)

13:00~16:004.20(Mon.)

17:00~20:005.11(Mon.)

13:00~16:005.25(Mon)

13:00~16:006.6(Sat.)

17:00~20:006.22(Mon.)

13:00~16:007.6(Mon.)

13:00~16:007.25(Sat.)

17:00~20:008.10(Mon.)

13:00~16:008.24(Mon.)

13:00~16:009.5(Sat.)

17:00~20:009.14(Mon.)

2027

13:00~16:0010.5(Mon.)

17:00~20:0010.19(Mon.)

13:00~16:0011.9(Mon.)

13:00~16:0011.21(Sat.)

13:00~16:0012.5(Sat.)

17:00~20:0012.21(Mon.)

043-306-1034

千 叶 市 外 国 人 法 律 咨 询

居住在千叶市的外国人有机会接受免费的法律咨询。

每人45分钟。需要翻译的话是60分钟。

每人仅限一次。

我一个外国人，如果离了婚，会怎么样？

在雇佣关系上与公司有矛盾怎么办

被房东要求超出租赁合同范围的事情怎么办

孩子有了矛盾怎么处理？

需要预约。

请预约。

请准备好您的在留卡。

请打电话。

如果需要翻译，请告诉我们您
会什么语言。

こ

千叶市国际交流协会

地点

千叶市国际交流协会

千叶市中央区中央3-3-1富士本第一生命大楼 2楼

问题・咨询


